
Slipsheet title here
Short description

Date 20XX

Global Mobility Services Bulletin 
July 2016 - Vol 1/GMS/2016

個人所得税における所得控除枠の拡大 

経済成長の支援策として、インドネシア財務省
は新法令 No.101/PMK.010/2016と
No.102/PMK.010/2016を2016年6月に公布し、
個人所得税の所得控除枠を50%拡大しました。
この措置は2016年1月1日に遡って適用されます。

日給、週給制の従業員および日額 IDR 450,000 
以下の非正規従業員は、月額合計が 
IDR 4,500,000 を超える、もしくは月単位で給与
が支払われる場合を除き、所得税が免除されま
す。

ただし、この所得税免除は保険代理人や行商人
への手数料、謝礼金には適用されません。

所得控除項目
2015年1月1日

～12月31日
2016年1月1日～

基礎控除 IDR 36,000,000 IDR 54,000,000

配偶者控除 IDR   3,000,000 IDR   4,500,000

配偶者控除 (所得あり、

もしくは別個の税務番号

を有している場合)

IDR 36,000,000 IDR 54,000,000

扶養者控除 (最大3人) IDR   3,000,000 IDR   4,500,000

KPMGのコメント

・ 本措置により税収減が18.9兆ルピアになると試

算されていますが、減税により購買力が高まる

ことで、結果的には VAT、奢侈税、法人税の増

収につながると期待されています。

・財務省も、税収減は個人所得税の税務調査や租

税特赦（Tax Amnesty）によりカバーされるとの

見解です。

・本措置は2016年1月1日に遡及して適用されます

ので、過去の源泉徴収額（PPh21）を再計算する

必要があります。再計算で生じた過徴収額は今

後の源泉徴収額と相殺することができます。再

計算をしないと、年末の確定申告で還付請求す

ることになるのでご留意ください。

・本措置適用前に転職した給与所得者は、転職元

の給与証明書（Form1721-A1）を転職先に提出す

ることで、源泉徴収額が正しく計算されます。

・給与額が手取り保証されている給与所得者につ

いては、本措置による手取り額の増減はありま

せん。
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